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(57)【要約】
　本発明は、身体器官の変形を評価及び表示するための
超音波撮像システムに関する。少なくともエコー画像デ
ータの第１画像データセット及び第２画像データセット
を有する画像データセットのシーケンスが取得される。
運動ベクトル場は、第２画像データセットの画像ポイン
トと第１画像データセットの画像ポイントとの間で算出
される。前記基準点を含む第１スキャンラインが規定さ
れる。画像ポイントの運動ベクトルは規定された第１ス
キャンライン上に投影され、それは第１スキャンライン
に沿った投影された組織速度を提供する。投影された組
織速度は、画像ポイントにおける第１スキャンラインの
方向に沿った身体器官の変形の１次元成分を評価するた
めに用いられる。そのような身体器官の変形の１次元成
分（例えば歪み速度又は歪み）は、さらに、画像データ
セットのシーケンスのグラフィカル表示でレンダリング
される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の手段を有する身体器官の変形を評価及び表示する超音波撮像システム。
前記身体器官に対して超音波ビームを送信し、当該対象物によって反射される対応するビ
ームを受信することにより、前記身体器官から、少なくともエコー画像データの第１画像
データセット及びエコー画像データの第２画像データセットを有する画像データセットの
シーケンスを取得する手段。
第２画像データセットと第１画像データセットとの間の、画像データセットの前記シーケ
ンスの画像データポイントに対応する運動ベクトルを算出する手段。前記画像データポイ
ントは、画像データセットの前記シーケンスのリファレンシャル内の座標を有する。
前記第２画像データセットの前記リファレンシャル内の基準点を選択する手段。
前記画像ポイントを前記基準点につなぐ第１スキャンラインに画像データポイントに対応
する前記運動ベクトルを投影する手段。当該投影する手段は、前記画像データポイントに
おける前記身体器官の投影された組織速度値を生成する。
前記投影された組織速度値から前記画像データポイントにおける前記身体器官の変形の評
価を導出する手段。
前記変形のグラフィカル表示を作成及び表示する手段。
【請求項２】
　前記組織の変形の評価を導出する手段が、前記投影された組織速度値の空間的な勾配を
算出することにより得られる歪み速度、又は当該歪み速度を時間積分することにより得ら
れる歪みを評価する手段をさらに有することを特徴とする請求項１に記載の超音波撮像シ
ステム。
【請求項３】
　第１スキャンラインに垂直な第２スキャンラインに前記運動ベクトルを投影する手段を
有する請求項１に記載の超音波撮像システム。
【請求項４】
　前記画像データセットのシーケンスが、３次元画像データセットのシーケンスであるこ
とを特徴とする請求項１に記載の超音波撮像システム。
【請求項５】
　前記３次元画像データセット内の観測面を選択する手段を有し、前記観測面が前記基準
点を含む請求項４に記載の超音波撮像システム。
【請求項６】
　観測面を選択する前記手段が、前記３次元画像データセット内の解剖学的基準点を識別
する手段を有すること、及び当該解剖学的基準点が前記観測面を規定するために用いられ
ることを特徴とする請求項５に記載の超音波撮像システム。
【請求項７】
　前記表示する手段が、前記観測面に含まれる前記画像データポイントの変形の評価を表
示することを特徴とする請求項６に記載の超音波撮像システム。
【請求項８】
　前記身体器官が心臓であり、前記解剖学的基準点が心臓の長軸及び心尖に属するポイン
トを含むことを特徴とする請求項６に記載の超音波撮像システム。
【請求項９】
　前記身体器官が心臓であり、前記解剖学的基準点が心臓の短軸及び僧房弁に属するポイ
ントを含むことを特徴とする請求項６に記載の超音波撮像システム。
【請求項１０】
　前記画像データセットのシーケンス内の第１及び第２境界を選択する手段を有し、グラ
フィカル表示を作成及び表示する前記手段が、前記第１及び第２境界間に位置する画像デ
ータポイントの変形の評価を表示することを特徴とする請求項１に記載の超音波撮像シス
テム。
【請求項１１】
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　前記第１及び第２境界間の曲線を選択する手段を有し、基準点を選択する前記手段が、
前記画像データポイントを前記基準点につなぐ第１スキャンラインが前記基準点における
前記曲線の接線に垂直になるように、前記曲線に属する基準点を選択する請求項１０に記
載の超音波撮像システム。
【請求項１２】
　以下のステップを有する身体器官の組織の変形を視覚化する超音波撮像方法。
前記身体器官に対して超音波ビームを送信し、当該身体器官によって反射される対応する
ビームを受信することにより、前記身体器官から、少なくともエコー画像データの第１画
像データセット及びエコー画像データの第２画像データセットを有する画像データセット
のシーケンスを取得するステップ。
第２画像データセットと第１画像データセットとの間の、画像データセットの前記シーケ
ンスの画像データポイントに対応する運動ベクトルを算出するステップ。前記画像データ
ポイントは、画像データセットの前記シーケンスのリファレンシャル内の座標を有する。
画像データセットの前記第２シーケンスの前記リファレンシャル内の基準点を選択するス
テップ。
前記画像データポイントを前記基準点につなぐ第１スキャンラインに画像データポイント
の前記運動ベクトルを投影するステップ。当該投影するステップは、前記画像データポイ
ントにおける前記身体器官の投影された組織速度値を生成する。
前記投影された運動ベクトルの空間的な勾配の算出によって、前記画像データポイントに
おける組織の変形値を評価するステップ。
前記変形のグラフィカル表示を作成及び表示するステップ。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の超音波撮像方法を実行するための一組の命令を有するコンピュータ
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は組織変形を評価及び表示するための超音波撮像システムに関する。本発明はさ
らに、そのようなシステムにおいて用いられる撮像方法に関する。最後に、本発明は、そ
のような撮像方法を実行するためのコンピュータプログラムに関する。
【０００２】
　本発明は、心エコー撮像の領域において特にそのアプリケーションを見いだす。
【背景技術】
【０００３】
　超音波画像の多くの診断評価において、組織の運動学的な特性（速度及び変形）の量的
な評価は、機能不全を識別する能力を改善する。この種類の分析は、心エコー画像撮像の
分野において特定の関連性を持つ。この分野において、有効な心室機能の評価は、心室の
動態に関する多数の特性の情報を必要とする。速度を評価するための技術は組織ドップラ
ー撮像（TDI）として知られている。TDIは心室壁の全てのポイント上での組織速度の測定
を可能にする。組織速度の測定は、Ｂモード撮像における組織の映像化からは直ちに観測
することができない異常を発見することを補助する。測定された組織速度は、正確な身体
変位及び収縮/拡張に関する情報を提供する。収縮/拡張は、心筋活動に関する。組織の局
所的な歪み又は歪み速度のような更なる特徴が、組織速度から導出されることができる。
【０００４】
　TDIの欠点は、スキャンラインに沿った組織速度の成分だけが測定されることができる
ということである。したがって、組織がスキャンラインに沿わない方向に移動する場合、
ドップラー速度は実際の組織運動学を反映しない。スキャンラインに沿った歪み及び歪み
速度の成分だけが評価されることができ、局所的な変形状態の低下した視野を与える。さ
らに、これは、スキャンラインに沿って撮像されることができるか又はスキャンラインの
方向に変位があるかのいずれかである解剖学的部位に、TDIの適用を制限する。心エコー
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検査において、これらの解剖学的部位は、本質的に心室間隔壁に及び心尖図における側壁
に対応する。
【０００５】
　他の帰結として、TDI取得のために、いくつかのスキャンラインが同じ位置で取得され
なければならず、それは、高い取得フレームレートを達成する必要がある場合、空間分解
能（すなわちスキャンラインの数）が低下することを意味する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　米国特許出願公開公報US2005/0070798は、Ｂモード超音波撮像データの単一収集から、
組織速度ベクトル及び指向歪みを評価する方法を開示する。ドップラーモードにおいて更
なる画像データを取得することを必要とすることなく、少なくとも２つの連続するＢモー
ド画像フレームのシーケンスから密集した運動ベクトル場を提供するために、オプティカ
ルフロー速度場評価技術が適用される。任意の方向（スキャンラインに対して横断方向で
も）における歪み及び歪み速度データの評価を、算出された密集した運動ベクトル場から
導出することができる。そのような方法の欠点は、ユーザにとって便利である歪み及び歪
み速度データの評価テンソルの視覚化に、いかなる解決案も提供しないということである
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の目的は、ユーザにとって便利である態様で、密集した運動ベクトル場の計算か
ら導出される組織速度及び歪みの成分を生成及び視覚化するシステム及び方法を提供する
ことである。
【０００８】
　これは身体器官の変形を評価及び表示するための本発明によるシステムによって達成さ
れ、当該システムは以下の手段を有する。
前記身体器官に対して超音波ビームを送信し、前記身体器官によって反射される対応する
ビームを受信することによって、少なくとも前記身体器官からエコー画像データの第１画
像データセット及びエコー画像データの第２画像データセットを有する画像データセット
のシーケンスを取得するための手段。
前記第２画像データセットと前記第１画像データセットとの間の、画像データセットの前
記シーケンスの画像データポイントに対応する運動ベクトルを算出するための手段。前記
画像データポイントは、画像データセットの第１及び第２シーケンスのリファレンシャル
内の座標によって示される。
前記リファレンシャル内の基準点を選択するための手段。
前記画像データポイントを前記基準点につなぐ第１スキャンラインに、画像データポイン
トに対応する運動ベクトルを投影するための手段。当該手段は、前記画像データポイント
の投影された組織速度値を生成するように構成される。
前記投影された運動値から前記画像データポイントにおける前記身体器官の変形を評価す
るための手段。
及び、前記評価された変形のグラフィカル表示を生成及び表示するための手段。
【０００９】
　本発明によって、少なくとも２つの２次元又は３次元の画像データセットのシーケンス
が取得される。密集した運動ベクトル場は、第１画像データセットに対する第２画像デー
タセットの画像ポイントの組織速度の評価として算出される。基準点は、第２画像データ
セットのリファレンシャル内で選択される。この基準点は、第１スキャンラインを規定す
るための起点として用いられる。この第１スキャンラインは、第１スキャンラインの方向
に沿った身体器官の変形の１次元成分を評価するためにさらに用いられる。基準点は、画
像データセットの外部又は内部のいずれかに配置されることができる。
【００１０】
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　投影された組織速度値は、画像データポイントに対して算出される運動ベクトルを、前
記基準点を含む第１スキャンライン上に投影することによって得られる。身体器官の変形
の１次元成分の評価は、この投影された運動値から導出される。例えば、そのような変形
の１次元成分は、投影された組織速度値の空間的な勾配に基づいて評価される歪み速度、
又は歪み速度を時間積分することにより得られる歪みである。歪み及び歪み速度は１次元
データであり、さらに、例えば、グレーレベルの２次元又は３次元超音波画像に重畳され
るカラー符号化情報として、グラフィカル表示にレンダリングされる。
【００１１】
　本発明によって、一度に組織変形の投影だけが評価及び表示され、変形の全てのテンソ
ルは評価及び表示されず、これにより、読み取って分析することが容易なグラフィカル表
示を生成することが可能になる。実際、そのようなグラフィカルパラメータ表示は、ユー
ザに非常になじみがある。
【００１２】
　好ましくは、３次元画像データセットのシーケンスが取得される。
【００１３】
　本発明の第１の実施の形態では、単一の基準点が、全ての画像データポイントのために
選択される。実在のプローブの取得スキャンラインに例えることができるスキャンライン
に沿って、運動ベクトルは投影される。有利には、基準点は、画像データセットの外側に
、好ましくは画像データセットのシーケンスを取得するために用いられるプローブが配置
され得る位置に、配置される。変形値は、これらのスキャンラインに沿って評価される。
本発明による第１の実施の形態の利点は、TDIを用いることによって得ることができて、
ユーザが精通している、そのようなグラフィカル表示を再現するということである。
【００１４】
　本発明の第２の実施の形態において、第１スキャンラインに対して垂直な第２スキャン
ラインが規定される。本発明の第２の実施の形態による超音波撮像システムは、運動ベク
トルを第２スキャンラインに投影するための手段を有する。したがって、第１スキャンラ
インへの運動ベクトルの投影によって得られる運動値に対して垂直な、第２の１次元の投
影された運動値が得られる。変形の第２成分を導出することができる。例えば、第１スキ
ャンラインは心臓の長軸であり、第２スキャンラインは心臓の短軸である。本発明の第４
の実施の形態の利点は、身体器官の局所的な変形の２次元の評価を提供することである。
これは、特に、３つの主要な方向に沿った変形を受けることが知られている心臓に対して
、より現実的である。第１スキャンラインは、長手方向の変形の評価を提供することがで
き、第２スキャンラインは半径方向の変形の評価を提供することができる。
【００１５】
　本発明の第３の実施の形態において、選択された基準点を含む観測面が規定される。運
動ベクトルの投影は観測面内で実行され、３次元画像データセット全体では実行されない
。生成されたグラフィカル表示は、有利には、カラー符号化された変形値を、規定された
観測面に対応する２次元のグレーレベル画像フレームに重畳することができる。ユーザに
とっての利点は、そのような２次元グラフィカル表示によって、多数のデータ内で舵取り
する必要が無いということである。
【００１６】
　有利には、解剖学的基準点が観測面を規定するために用いられる。結果的に、観測面は
、例えば長軸胸骨傍ビューのような、超音波プローブによって実際にスキャンされること
ができるビューに対応することができる。この場合は、解剖学的基準点は、心尖及び心臓
の長軸である。
【００１７】
　本発明の第４の実施の形態において、運動値の投影及び組織変形の評価は観測面全体で
は実行されないが、観測面内に規定された関心領域において実行される。実際、観測面中
には、組織速度情報が重要でない領域が存在する場合がある。これは、例えば、血液で満
たされる心臓腔中の場合である。対照的に、心筋壁は重要な関心領域である。したがって
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、関心領域は身体器官の第１及び第２境界間に区切られる。有利には、心内膜壁及び心外
膜壁は自動的に区分される。利点は、重要な情報だけが算出され、計算コストが節約され
るということである。
【００１８】
　本発明の第５の実施の形態において、基準点は３次元画像データセット内部で選択され
る。これは、超音波プローブによってスキャンされることができなかった観測面を規定す
ることを可能にする。特に、重要な観測面は、心臓の長軸に配置される基準点によって規
定されて長軸に垂直に選択される観測面である。この観測面は、好ましくは、僧帽弁より
上に選択される。そのような短軸観測面は、超音波プローブによってスキャンされること
ができない。この短軸観測面において、規定される第１スキャンラインは心臓の長軸に対
して半径方向であり、したがって、組織速度運動ベクトルの投影は、組織速度の半径方向
の成分を提供する。組織速度のそのような半径方向の成分は、それが超音波プローブによ
って放たれるスキャンラインに対して垂直であり、超音波プローブは、通常、心臓の左心
室内に配置されることができないので、TDI技術によって測定されることができない。
【００１９】
　組織変形の半径方向の成分の評価が導出される。組織変形のこの半径方向の成分は生理
的対応を持つので、これは非常に重要である。実際、心筋壁の収縮力は、通常、長手方向
、円周方向、及び半径方向の成分に分解される。したがって、本発明の第５の実施の形態
の利点は、投影された組織速度の計算、及び実在のプローブを配置することができない基
準点位置からの１次元の組織変形の評価を可能にするということである。
【００２０】
　本発明の第６の実施の形態において、第２グラフィカル表示が、第２基準点から、及び
有利には第２観測面から、生成される。この第２基準点から、変形の１次元成分の第２の
セットは、単に新たな投影された運動値及び前記第２基準点からの変形値を再計算するこ
とによって、以前に算出された運動ベクトルから得ることができる。必要に応じた回数だ
け演算のこのシーケンスが繰り返されることができる点に留意する必要がある。利点は、
第５の実施の形態によるシステムが、単一の超音波取得から身体器官の変形の１次元成分
の複数のグラフィカル表示の生成を可能にすることである。組織変形のこれらの１次元成
分、例えば、心臓変形の半径方向、長手方向及び円周方向成分は、有利には同時に視覚化
されることができる。
【００２１】
　本発明の第７の実施の形態において、運動ベクトルが算出された画像データポイントに
個別の基準点が選択される。曲線は、複数の画像データポイントに対応する複数の基準点
を含むようになっている。画像データポイントを基準点につなぐ第１スキャンラインが前
記基準点において前記曲線の接線に対して垂直であるように、画像ポイントに対応する基
準点は曲線上に選択される。
【００２２】
　本発明の第７の実施の形態の利点は、解剖学的構造に追従する曲線が選択されることが
できるということであり、例えば、第１及び第２境界によって区切られる関心領域の形状
に追従する。
【００２３】
　本発明は、そのような超音波撮像システムにおいて用いられる撮像方法にも関する。
【００２４】
　これらの及び他の本発明の態様は以下に記載する実施の形態から明らかになり、以下に
記載する実施の形態を参照して説明される。本発明は、一例として、添付の図面を参照し
て以下に更に詳細に説明される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　本発明は、２次元又は３次元エコー画像データを取得することにより、身体器官の変形
を評価及び表示する超音波撮像システムに関する。以下では、本発明によるシステムが、
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３次元エコー画像データの単一収集から、患者の心臓の心筋壁の変形を評価及び表すため
の心エコー検査の特定の領域において更に詳細に説明される。
【００２６】
　しかしながら、本発明は心エコー検査に限定されず、超音波によって撮像されることが
できる任意の身体器官の変形の評価に適用されることができる。図1の模式的な図面は、
本発明による超音波撮像システム100を示す。患者1は、患者テーブル2に配置される。シ
ンボリックに示された患者の心臓3は、超音波プローブ4によって指し示される。超音波プ
ローブ4は、患者1の心臓3に対して超音波ビームを送信して、前記心臓によって反射され
る対応するエコー画像ビームを受信するように適応される２次元変換子アレイを有する。
本発明によるシステム100は、前記受信されたエコー画像ビームから、心臓3の少なくとも
２つの３次元画像データセット3DIS1及び3DIS2のシーケンスを生成するための手段5を有
する。画像データセットが生データ又はスキャン被変換画像のいずれかを有する点に留意
する必要がある。前記少なくとも２つの３次元画像データセットは、有利には心臓の周期
の連続する時刻に対応する。３次元画像データセットは、当該３次元画像データセットの
リファレンシャル（O，X，Y，Z）内の座標のトリプレット（x，y，z）によって識別され
ることができる多くの画像データポイントである。
【００２７】
　本発明によるシステムは、第２の３次元画像データセット3DIS2と第１の３次元画像デ
ータセット3DIS1との間の、３次元画像データセットのシーケンスの画像データポイント
に対応する運動ベクトル

を算出するための手段6をさらに有する。密集した運動ベクトル場MVFが得られ、それは、
少なくとも第２の３次元画像データセット3DIS2の各々の画像データポイントについて算
出された、３次元運動成分のベクトル

を有する。オプティカルフロー又はブロックマッチングのような既知の技術が用いられる
。
【００２８】
　本発明によるシステムは、３次元画像データセットの第２シーケンス3DIS2の前記リフ
ァレンシャル（O，X，Y，Z）内の基準点RPを選択するための手段7をさらに有する。画像
データポイントIPに対応する運動ベクトル

を考慮して、基準点RPは、当該基準点RPを含む第１スキャンラインSL1を規定するために
さらに用いられる。本発明によるシステムは、図3Bに示すように、第１スキャンラインSL
1に運動ベクトル

を投影するための手段8をさらに有する。投影された組織速度値TVが得られ、それは第１
スキャンラインSL1に沿った運動ベクトルの１次元成分を表す。
【００２９】
　以下で更に詳細に説明されるように、基準点RPは、画像データセットの全ての画像デー
タポイントに対して一回選択されるか、又は各々の画像データポイントに対して個別に選
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択されることができることに留意すべきである。
【００３０】
　投影された組織速度値TVは、局所的な組織速度の評価を表し、前記画像データポイント
IPにおける身体器官の組織の変形を評価するための手段9によってさらに用いられる。こ
の目的のために、当業者にとって周知の画像処理技術が用いられる。特に、画像データポ
イントIPにおける変形の歪み速度値SRが、投影された運動値PMVの空間的な勾配の計算に
よって評価される。有利には、歪み値Sも歪み速度値SRの時間積分として評価される。し
たがって、画像データポイントIPにおける組織の評価された歪み及び歪み速度値S, SRも
、スキャンラインSLに沿った変形の１次元の成分である。
【００３１】
　この１次元の変形成分は、さらに、表示手段10によって３次元画像データセットのシー
ケンスのグラフィカル表示GRにレンダリングされる。有利には、前記表示手段は、評価さ
れた変形値をさまざまな色によってエンコードし、それらを３次元画像データセットのグ
レーレベルシーケンスに重畳するように適応される。
【００３２】
　２つより多い３次元画像データセットを有し、特に、完結した心周期を含むシーケンス
の場合、運動ベクトルを算出するための手段6は、連続する３次元画像データセットの組
に繰り返し適用されることができ、複数の運動ベクトル場をもたらすことができることに
留意すべきである。したがって、１次元の変形成分の複数のセットが、前記複数の運動ベ
クトル場から評価されることができる。利点は、身体器官（例えば心筋）の変形の展開が
、心周期の間、観察されることができることである。
【００３３】
　図2の模式的な図面は、取得手段5によって取得された３次元画像データセット3DISを示
す。そのような画像データセットは、心臓、特に心筋のエコー画像データを有する。上記
したように、３次元画像データセット3DISは、３次元画像データセットのリファレンシャ
ル（O，X，Y，Z）中のそれらの座標によって位置を決められる画像データポイントIP（x
，y，z）を有する。心臓は、通常、心尖A又は心臓の長軸LAのような解剖学的基準点によ
って識別される。これらの解剖学的基準点も、リファレンシャル（O，X，Y，Z）中の座標
によって位置を決められる。
【００３４】
　図3Aの模式的な図面は、手段6によって算出される密集した運動ベクトル場MVFを示す。
有利には、当業者によく知られたオプティカルフロー方法が使用される。これらのオプテ
ィカルフロー方法は、輝度が不変であるとの仮定に基づく。この仮定によれば、対象物は
、その輝度の局所的な変化を伴わずに、１つの画像フレームから他の画像フレームに移動
する。
【００３５】
　図3Bを参照すると、基準点RPが、画像データセットの内側又は外側のいずれかに選択さ
れる。３次元画像データセット3DISの画像データポイントIP1を考慮して、基準点RPを画
像データポイントIP1につなぐ第１スキャンラインSL1(IP1)が引かれる。画像データポイ
ントIP1に対応する運動ベクトル

を第１スキャンラインSL1(IP1)に投影するための手段8は、第１スキャンラインSL1(IP1)
の方向に沿った投影された組織速度値TV1を提供するように適応される。
【００３６】
　本発明の第１の実施の形態において、単一の基準点RPが、画像データセットの全ての画
像データポイントIPi（iは整数）のために選択される。したがって、身体器官中の基準点
RPの位置に配置された仮想プローブによって放たれるとみなすことができるスキャンライ
ンSL1(IPi)のビームが得られる。
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【００３７】
　図4を参照すると、基準点RPは、有利には、画像データセット3DISの外側で選択される
。基準点RPは、あるいは３次元画像データセット3DISの内側に位置するように選択される
ことができることに留意すべきである。
【００３８】
　本発明の第２の実施の形態において、図3Bに示すように、第１スキャンラインSL1に対
して垂直な第２スキャンラインSL2が規定される。
図3Bにおいて、運動ベクトル

が画像データポイントIP1に対応する第２スキャンラインSL2(IP1)に投影され、運動ベク
トル

が画像データポイントIP2に対応する第２スキャンラインSL2(IP2)に投影される等する。
各々の画像データポイントは、それ自身の第２スキャンラインを持つ。画像データポイン
トIP1、IP2、IP3に対応する投影された組織速度TV12、TV22、TV32が得られ、それらは、
第２スキャンラインSL2(IP1)、SL2(IP2)、SL2(IP3)にそれぞれ沿った１次元の組織速度成
分である。第２スキャンラインSL2(IPi)に沿った第２の変形成分Si2, SRi2を得ることが
できる（iは｛1, 2, 3｝に属する整数）。
【００３９】
　本発明の第２の実施の形態の利点は、身体器官の局所的な変形の２次元の評価を提供す
ることである。これは、特に３つの主要な方向に沿って変形を受けることが知られている
心臓にとって、より現実的である。第１スキャンラインは長手方向の変形の評価を提供す
ることができ、第２スキャンラインは半径方向の変形の評価を提供することができる。
【００４０】
　本発明の第３の実施の形態において、観測面VPが３次元画像データセット内で選択され
る。観測面VPは基準点RPを含む。運動ベクトル場の運動ベクトル

の投影TVは、好ましくは観測面VP内に含まれる画像データポイントに対して、手段8によ
って実行される。対応する組織変形が手段9によって導出され、歪み及び歪み速度値S, SR
の面を提供する。本発明の第２の実施の形態の利点は、得られた１次元の変形値の集合が
、例えば観測面に対応する２次元画像フレームのグレーレベル値に重畳することによって
、表示されることができるということである。そのようなグラフィカル表示は、ユーザが
扱わなければならない多くの画像データよりも、容易に分析することができる。
【００４１】
　有利には、観測面は解剖学的基準点（例えば心臓の尖A及び長手軸LA）を用いることに
より規定されることができる。このように、規定された観測面は、例えば図4に示される
長軸心尖ビューのような、実在のプローブによって取得されることができるビューに対応
する。利点は、ユーザが通常分析する身体器官のビューに対応する変形のグラフィカル表
示が提供されることである。
【００４２】
　図5Aに示される本発明の第４の実施の形態において、本発明によるシステムは、３次元
画像データセット内の第１及び第２の境界B1, B2を選択するための手段を有する。これら
の第１及び第２境界は、関心領域を区切るためにさらに用いられ、その中において変形値
S, SRが評価されなければならない。心臓の特定の場合において、これらの第１及び第２
境界は、有利には心筋内に選択される。実際、評価された変形値は収縮/拡張に関する情
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報を与え、その情報は心筋の活動に直接関係する。一方、例えば心臓腔のように、血液で
満たされており、それについての速度及び変形の情報がそれほど重要でない領域がある。
それはさらに、隣接した領域について算出される変形値の分析に対するノイズ及び摂動の
源となる場合がある。
【００４３】
　図5Aを参照すると、表示手段10によって作成されるグラフィカル表示GRは、第１及び第
２境界B1, B2によって区切られる関心領域内の変形値のみをレンダリングする。したがっ
て、本発明の第４の実施の形態の第１の利点は、変形評価を重要な関心領域だけに提供す
ることである。関心領域を区切ることの第２の利点は、計算コストを低減することである
。
【００４４】
　そのような選択は、３次元画像データポイントのグレーレベル表示上で第１及び第２境
界の画像データポイントを選択することによって手動で実行されることができる。あるい
は、この選択は、よく知られた半自動又は自動での画像処理技術を用いることにより、心
外膜及び心内膜壁の画像区分によることができる。
【００４５】
　図5Aに示されるグラフィカル表示は、観測面VPと交差する関心領域の画像データポイン
トに対応する変形値のみを表す。しかしながら、関心領域の任意の３次元グラフィカル表
示が本発明の範囲に含まれることに留意すべきである。
【００４６】
　本発明の第5の実施の形態において、基準点RPが３次元画像データセット内部で選択さ
れることもできる。この場合、プローブは一般に心臓内には配置されず、患者の身体の外
側で皮膚表面上に配置されるので、描かれるスキャンラインSLは実在のプローブによって
放たれる超音波ビームの経路に対応しない。
【００４７】
　図5Bを参照して、心臓の半径方向の短軸ビューが得られるように、基準点及び観測面VP
が選択されることができる。この目的のために、基準点は心臓の長軸に属する。さらに、
重要な解剖学的基準は、図6Aに示される長軸LA及び僧帽弁MiVである。特に、選択された
ビューは、長軸に対して垂直であり、僧帽弁の向こうの基準点位置で長軸と交差する。投
影された運動値及び対応する変形値S、SRは、短軸観測面に含まれる画像データポイント
に対して算出される。有利には、変形値の計算は、第１及び第２境界B1, B2によって規定
される関心領域に制限されることができる。
【００４８】
　本発明の第5の実施の形態の利点は、変形の半径方向の成分が算出されるということで
ある。これは、この半径方向の変形成分を、心筋の内部構造、特に心筋の筋線維が収縮す
ると考えられる方向に一致させることができるので、大変重要である。
【００４９】
　図6を参照して、心筋の収縮は、3つの主要な収縮力によって支配される。長手方向の力
LFは、心臓の長軸に沿った長手方向の運動を引き起こす。半径方向の力RFは組織の半径方
向の運動を引き起こし、心周期間に心筋壁の幅の変化を生じさせる。円周力は、長軸に対
する心筋の捻りを引き起こす。
【００５０】
　典型的なTDI技術では、心筋収縮の長手方向の成分だけが、心尖取得から特性を明らか
にされることができる。結果として、本発明の第5の実施の形態による利点は、１つの単
一収集によって、心筋収縮の長手方向及び半径方向の両方の成分を分離及び量的に評価す
ることである。
【００５１】
　本発明の第6の実施の形態において、第２のグラフィカル表示が、第２基準点から、及
び有利には第２観測面から生成される。この第２の基準点から、単に新たな投影された運
動値及び変形値を前記第２の基準点から再計算することによって、１次元の変形成分の第
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要に応じた回数分、繰り返されることができる点に留意する必要がある。利点は、第6の
実施の形態によるシステムが、単一の超音波取得から身体器官の変形の１次元成分の複数
のグラフィカル表示の生成を可能にするということである。組織変形のこれらの１次元成
分、例えば、心臓変形の半径方向、長手方向及び円周方向の成分は、有利には、複数の視
点からの身体器官の変形の図形表示及び量的な表示をユーザに提供するために、同時に視
覚化されることができる。
【００５２】
　本発明の第7の実施の形態において、運動ベクトルが算出された画像データポイント毎
の個別の基準点が選択される。図7A及び7Bを参照して、曲線MLが、身体器官内で選択され
た第１及び第２境界B1, B2間で規定される。当該曲線MLは、画像データポイントIPiに対
応する基準点RPiを含むようになっている（iは整数）。画像データポイントIPiを基準点R
Piにつなぐ第１スキャンラインSL1(IPi)が前記基準点RPiにおける前記曲線MLの接線に対
して垂直であるように、基準点RPiは曲線ML上に選択される。
【００５３】
　本発明の第7の実施の形態の利点は、第１及び第２境界B1, B2によって区切られた関心
領域の形状に追従する曲線が選択されることができることである。例えば、図7Aの曲線ML
は、心筋壁の局所的な方向を持つ。したがって、運動ベクトルは、筋線維の方向に対して
垂直である第１スキャンライン沿って投影される。
【００５４】
　画像データポイントIP1、IP2、IP3に対応する投影された組織速度TV1、TV2、TV3が得ら
れる。心筋壁の半径方向の変形の評価がこれらの投影された組織速度から導出され、それ
はより信頼性が高い。実際、投影は所与の画像ポイントに対して正確に半径方向に沿って
実行される。図7Bにおいて、運動ベクトル

は第２スキャンラインSL2(IPi)上に投影され、それは基準点RPiにおける曲線MLの接線に
対応する。画像データポイントIP1、IP2、IP3に対応する投影された組織速度TV'1、TV'2
、TV'3が得られる。第２スキャンラインSL2に沿った変形S2, SR2の第２の成分が導出され
ることができ、それは画像データポイントIPiにおける組織変形の長手方向の成分に正確
に対応する。
【００５５】
　図8の概略図は、本発明による撮像方法を機能的に説明する。そのような方法は、次の
ステップを有する。
身体器官に対して超音波ビームを送信し、前記身体器官によって反射される対応するビー
ムを受信することによって、前記身体器官からエコー画像データの第１の３次元画像デー
タセット3DIS1及びエコー画像データの第２の３次元画像データセット3DIS2を少なくとも
有する３次元（３D）画像データセットのシーケンスを取得するステップ（51）。
前記第２の３次元画像データセットと前記第１の３次元画像データセットとの間の、３次
元画像データセットのシーケンスの画像データポイントIPに対応する運動ベクトル

を算出するステップ（52）。前記画像データポイントは、３次元画像データセットのシー
ケンスのリファレンシャル内の座標I(x，y，z)を有する。
３次元画像データセットの第２のシーケンスの前記リファレンシャル内の基準点RPを選択
するステップ（53）。
前記画像データポイントを前記基準点RPにつなぐ第１スキャンラインSLに前記運動ベクト
ル
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を投影するステップ(54)。当該手段は、投影された組織速度値TVを生成するように構成さ
れる。
当該投影された組織速度値TVの空間的な勾配の計算を通して当該画像データポイントIPに
おける組織の変形値S, SRを評価するステップ（55）。
前記変形値のグラフィカル表示GRを作成（56）及び表示するステップ。
【００５６】
　本明細書における図面及びそれらの説明は本発明を限定ではなく説明する。多数の変形
例が添付の請求の範囲の範囲内であることは明白である。この点で、以下の結びの注釈が
なされる。ハードウェア若しくはソフトウェア又は両方のアイテムによって機能を実現す
る多数の態様がある。この点で、図面は非常に概略的であり、各々は本発明の１つの可能
な実施の形態を表しているに過ぎない。したがって、図面が異なるブロックとして異なる
機能を示すかもしれないが、これは決して、ハードウェア又はソフトウェアの単一のアイ
テムが、いくつかの機能を実行することを排除しないし、単一の機能が、ハードウェア若
しくはソフトウェア又はその両方のアイテムのアセンブリによって実行されることも除外
しない。請求項中の任意の引用符号は請求項を制限するように解釈されてはならない。「
有する，含む」なる動詞及びその活用形の使用は、請求項中に挙げられたもの以外の要素
又はステップの存在を除外しない。単数で表現された要素又はステップは、そのような要
素又はステップが複数存在することを除外しない。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明のシステムの模式的な図。
【図２】本発明による取得手段によって取得される３次元画像データセットの模式的な図
。
【図３】本発明の第１の実施の形態による運動ベクトル場及び対応する投影された組織速
度値の模式的な図。
【図４】本発明の第２の実施の形態による観測面の模式的な図。
【図５】本発明の第３及び第４の実施の形態による運動ベクトル場及び対応する投影され
た組織速度値の模式的な図。
【図６】本発明の第５及び第６の実施の形態による評価された組織変形のグラフィカル表
示の例。
【図７】心筋収縮成分の模式的な図。
【図８】本発明による撮像方法の模式的な表示。
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